
　令和６年７月３日から約
20年ぶりとなる新紙幣(１万
円札、5,000円札、1,000円札)
の発行が始まりました。新紙
幣の発行に便乗して、「従来
の紙幣は使えなくなる」とう
そをつき、「新紙幣と交換す
る」と言って紙幣をだまし取ろうとする詐欺行為が
発生しています。
　これまで使用していた旧紙幣は、新紙幣が発行さ
れた後も引き続き使用することができます。また、
金融機関や行政機関等の職員が電話をかけて紙幣の
交換を求めることや、ご自宅へ交換に行くことはあ
りません。「これまでの紙幣が使えなくなる」などと
いった詐欺行為には十分に注意しましょう。

【事例１】「お手元の旧紙幣は使えなくなるので交換
します」と言われた。

【事例２】「新紙幣は偽札です」と言われ、交換を求め
られた。

【事例３】「手持ちの現金に偽札がまぎれている可能
性があるので交換します」と言われた。

【事例４】「新紙幣の発行に伴い、キャッシュカード
を新しくする必要があります」と言われた。

【事例５】「口座のお金を全て新紙幣に交換するので、
指定する口座に振り込んでください」と言われた。

▽新紙幣発行後も、旧紙幣は使えます。相手の言葉
をうのみにしないようにしましょう。

▽金融機関や行政機関が新紙幣について交換を求め
ることはありません。絶対に
第三者に渡さないようにしま
しょう。

▽新紙幣に関する不審な電話や
メール、訪問があった場合は、
警察に相談しましょう。

「新紙幣発行に便乗した詐欺行為｣に注意しましょう

【問い合わせ】消費生活センター（産業政策課内 ☎287- 0858）
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齢
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受
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▽
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①
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。
②
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被害に遭わないために…

今後予想されるトラブル事例！

不安を感じたときは、 すぐに消費生活センターや
消費者ホットライン（☎188）へご相談を！
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